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「市町村・都道府県における⾼齢者虐待への対応と養護者⽀援について」（以
下「⾼齢者虐待対応マニュアル」という。）は、市町村、都道府県等における⾼
齢者虐待の未然防⽌、早期発⾒、迅速かつ適切な対応及び再発防⽌に資するこ
とを⽬的に、平成 18 年 4 ⽉に初版を作成しております。 

以降、平成 30（2018）年 3 ⽉、令和５（2023）年 3 ⽉、令和７(2025)年３⽉
に改訂を⾏い、今般、⼀部内容の追補、充実を図るために改訂を⾏ったもので
す。 



はじめに 

 

平成 18（2006）年に、高齢者の尊厳の保持、権利利益の擁護に資することを目的とし

た「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成 17 年法

律第 124 号。以下「高齢者虐待防止法」という。）が施行されました。同法に基づき毎

年度国が実施している実態調査によると、高齢者に対する虐待の事案は、相談・通報件

数及び虐待判断件数ともに、増加傾向にあります。 

高齢者虐待は、高齢者の生命及び尊厳に直結することは言うまでもなく、平成３（1991）

年に国連総会で決議された「高齢者のための国連原則」においても、「高齢者は、尊厳

及び保障を持って、肉体的・精神的虐待から解放された生活を送ることができるべきで

ある。」と謳われていることなどから、決してあってはならない問題です。 

厚生労働省においては、利用者の人権の擁護、虐待の防止等を図るため、市町村にお

ける相談窓口の設置、施設や自治体職員等に対する研修、高齢者虐待防止に関するネッ

トワーク構築等への支援を進めてきたところですが、令和３（2021）年度の介護保険法

（平成９年法律第 123 号）に基づく基準省令の改正において、全ての介護サービス事業

者を対象に、高齢者虐待防止措置を義務づけたことを踏まえ、令和４（2022）年度に本

マニュアルを改訂しました。 

また、令和６（2024）年度には、介護報酬改定において、高齢者虐待防止の推進及び

身体的拘束等の適正化の推進の強化を図ったことや、高齢者虐待防止法第 13 条に基づ

く面会制限に関する裁判例を踏まえた手続における留意点を追加するとともに、「介護

施設・事業所等で働く方々の身体拘束廃止・防止の手引き」を、本高齢者虐待対応マニ

ュアルの別冊として発行しました。 

 令和６(2024)年度の改訂を受け、各自治体のマニュアル改訂等により、高齢者虐待防

止の体制整備に取り組んでいただいているところですが、今般、本マニュアルについて、

高齢者虐待防止対策に関連する通知の発出等に伴い、これらの通知でお示ししている高

齢者虐待対応における相談・通報等受付時の考え方や留意点、また、近年増加している

警察からの相談や通報等の受付にかかる対応事例を加えるなど、一部内容の追補・充実

を図る改訂を行うこととしました。 

 本マニュアルは、高齢者の尊厳の保持、権利利益の擁護のため、都道府県、市町村等

における高齢者虐待の未然防止、早期発見、迅速かつ適切な対応及び再発防止に資する

ことを目的に、日々、現場で取り組まれている方々の一助になることを願い、作成して

おります。 

厚生労働省として、高齢者虐待防止に対する迅速かつ適切な対応、虐待防止に関する

体制整備の充実及び取組が一層推進されることを期待するとともに、本高齢者虐待対応

マニュアルの周知等を通じ、都道府県と市町村の取組を引き続き支援し、高齢者虐待の

ない社会の実現に向けて取り組んでまいります。 

 

              令和８年３月 

             厚生労働省老健局 
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